
 
 

第１０回情報公開委員会検討部会議事概要 

平成２１年９月１日 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 
 

１．日  時   平成２１年７月３日（金） １３：３０～１５：００ 

 

２．場  所   東京都千代田区丸の内３－１－１ 帝劇ビル地下１階 
TKP東京駅丸の内会議室 カンファレンスルーム３ 
 

３．出席者   部会長   棟居 快行 大阪大学 大学院 高等司法研究科 教授 

委 員    淺田  正彦  京都大学 大学院 法学研究科 教授 

委 員   高後 元彦 弁護士 

委 員   鈴木 秀美 大阪大学 大学院 高等司法研究科 教授 

委  員   山本 康典 日本原子力文化振興財団 参事 

 

４．議 題 （１）第９回情報公開委員会検討部会議事概要について 

（２）開示請求対応状況について（平成２１年３月２６日以降） 

         ① 植栽管理に係る業務の各社の入札金額及び入札設計書     

                ② ナトリウムから不活性ガスへの FP の放出挙動に関する試験（２） 

（３）平成２０年度開示請求対応状況について                    

（４）その他 

 

５．配布資料 

部会１０－１ 第９回情報公開委員会検討部会議事概要 

  部会１０－２ 植栽管理に係る業務の各社の入札金額及び入札設計書に関する 

請求対応について 

  部会１０－３ ナトリウムから不活性ガスへの FP の放出挙動に関する試験（２） 

         に関する請求対応について 

  部会１０－４ 平成２０年度開示請求対応状況について 

 

６．議事要旨 

（１）第９回情報公開委員会検討部会議事概要について 

事務局から、部会１０－１に基づき、第９回情報公開委員会検討部会議事概要

について、説明があった。 

今回から前回議事概要について、配布資料として確認することとした。 

 

（２）開示請求対応状況について（平成２１年３月２６日以降） 

  ①植栽管理に係る業務の各社の入札金額及び入札設計書について 

   主管部署から、部会１０－２に基づき、請求対応について説明があった。 

 

 



 
   これに対して、委員から以下の意見があった。 

   （委員）予定価格書に記載のある調査基準価格が不開示とされているのは、当

該価格が予定価格の２分の１に相当し、予定価格が判明するとの理由

によるとのことであるが、この調査基準価格の算出方法は公表されて

いるのか。 

（機構）「低入札価格調査実施要領について」という通達で算出方法が公開さ

れている。 

②ナトリウムから不活性ガスへの FP の放出挙動に関する試験について（２） 

事務局から、部会１０－３に基づき、請求対応について説明があった。 

    これに対して委員から以下の意見があった。 

   （委員）こういった技術レポートの著者名についても一般の組織文書と同じ扱

いで開示・不開示の判断を行っているのか。 

（機構）本件のような技術レポートも一般の組織文書と同様に独立行政法人国

立印刷局編「職員録」を基に開示・不開示を判断しており区別してい

ない。 

（委員）参考文献欄に記載のある外国人の著者名については、その開示・不開

示をどのように判断しているのか。 

（機構）日本人、外国人にかかわらず、原則として著者名については慣行公表

の有無を確認し、開示・不開示の判断をしている。 

 

（３）平成２０年度開示請求対応状況について 

①事務局から、部会１０－３に基づき、平成２０年度開示請求対応状況につい 

て説明があった。これに対して、以下の意見があった。 

（委員）請求件数が減少している要因は、どのようなものが考えられるか。 

（機構）機構に対し、情報の開示が求められた場合には、開示請求の手続きを

経なくても、可能な限り情報提供で対応していることが挙げられるの

ではないかと考えられる。 

（委員）公開可能な技術成果等は公表されているのか。 

（機構）登録済みの研究成果報告書のほとんどが機構のホームページに掲載さ

れ、自由に閲覧、ダウンロードが出来る状態になっている。 

 

（４）その他 

①特定団体に対する、地層処分実規模設備整備事業についての説明等に関する

記録の請求対応について 

    事務局及び幌延深地層研究センターから、当該説明の参加者本人への開示請

求対応について、幌延センターから情報提供を行い、請求取下げとなった旨

説明があった。 

②岐阜県内の自治体に支払った案件に係る根拠となる資料に関する開示決定の 

変更について 

事務局から、先に開示決定を行った文書に特定財産区に対する支払い関係文

書を追加して開示する変更の決定を行った旨、説明があった。 

  ③情報公開窓口の統一について 

事務局から、全ての拠点の電話番号及びファックス番号を記載し統一した旨、 

 



 
説明があった。 

④人形峠レンガ加工場について 

人形峠環境技術センターから、人形峠レンガ加工場で製造したレンガの利用

開始について、説明があった。 

以上 


